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四万十市幡多公設地方卸売市場事業経営戦略 

 

１ 経営戦略策定について 

 卸売市場は、全国的な傾向として、人口減少による食料消費の減少や消費者ニーズの多様

化、農林水産物の国内生産・流通構造の変化、流通の国際化等によって市場経由率の低下

に伴い、取引量が減少しています。その一方で、市場内外の業者や産地との連携、コールド

チェーン（低温流通体系）の確立による品質管理の徹底等により生産者や実需者等のニーズ

に対応することが求められています。これら課題に対応するためには、経営の効率化を図って

いくことが必要です。更に将来的には、市場運営の再編も視野に入れる必要があります。また、

多くの卸売市場で施設の老朽化が進み、施設更新の必要性が高まっています。 

このような状況を踏まえ、地域への安心・安全な生鮮食料品等の安定供給という卸売市場と

しての役割を果たしつつ、地方公営企業として将来にわたって安定的に事業を継続していく

ためには、中長期的な基本計画である「経営戦略」を策定し、計画的な経営を行っていくこと

が重要となります。 

なお、「経営戦略」については、「経済・財政再生計画」（経済財政運営と改革の基本方針２

０１５（平成２７年６月３０日閣議決定）第３章をいう。）に基づき、全ての公営企業について令和

２年度までの策定が求められています。幡多公設地方卸売市場事業（以下「市場事業」とい

う。）では、令和３年度から令和 12年度を対象期間とする経営戦略を策定しました。 

 改  訂 令和５年３月１日  対象期間を令和４年度～令和 13年度に変更 

 

２ 事業概要 

（１）事業形態 

幡多公設地方卸売市場は、四万十市において昭和 50年 8月に幡多地域の公設地方卸売

団  体  名 四万十市 

事  業  名 公設地方卸売市場 

策  定  日 令和３年３月 

改  訂  日 令和５年３月 

計  画  期  間 令和４年度～令和 13年度 
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市場として開設され、幡多地域の生産者に安定的な販路を提供するとともに、消費者の食生

活に必要な生鮮食料品を効率的かつ安定的に提供するという役割を担ってきました。近年で

は、消費者ニーズの多様化などの影響で、運営状況の見直しを図ることを目的として、平成 21

年 4 月に指定管理者制度を導入。また、施設老朽化対策と防災施設としての活用を考慮し、

平成 28 年に施設の耐震補強工事を実施、令和３年に受変電設備の更新工事を実施するな

ど、幡多地域唯一の公設地方卸売市場として、今後も活躍が期待されています。 

 

法適（全部適用・一

部適用）非適の区分 
法非適用 事業開始年度 

昭和 50年 

8月 18日 

担 当 職 員 数 １人 市場種別区分 地方卸売市場 

前回の移転 

又は再整備年度 

平成 28年度 

（耐震補強工事） 

次回再整備 

予定年度 
－ 

民間活用の状況 

 ア 民間委託  － 

 イ 指定管理制度  平成 21年度より指定管理者制度を導入 

 ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ  － 

 

（２）沿革 

 旧中村市の市街地には昭和 50 年以前から、公設市場の前身と呼べるような生鮮食料品等

の流通拠点となる民営卸売市場が 3 箇所で運営を行っていましたが、市街地にあるため、市

場敷地や周辺道路の問題などで駐車難や大型車両の通行制限、市場施設の老朽化などに

より、市場運営業務に支障をきたし、流通拠点市場としての近代化への大きな阻害要因となっ

ていました。このため、昭和 46年 6月には、卸売業者・仲買人・生産者代表から市長に対して

陳情があり、その結果、同年より卸売市場建設に関する検討を開始、卸売市場としての近代

化を目指し、立地条件の整った現在地で、昭和 50 年 8 月より、県西南地域の重要な生鮮食

料品の流通拠点市場として開設に至っています。 

 開設当初より 1 階建物の周囲には、悪天候時の風雨や雪などを遮る外壁やシャッター等が

無く、業務運営に支障をきたしており、昭和 52年に建物外周の増改築工事を行い、平成 2年

には大屋根の改修を施工、平成 4年には増え続ける発泡スチロール容器の処理を図るため、

場内に減容機システム機を設置するなど、リサイクルや環境問題にも取組む姿勢を示していま

す。以降、設備関係には、様々な新設工事や改修・補修・取替工事を実施しています。 

 平成 14年 10月には、㈱幡多中央青果市場が業務を廃止し、当公設市場において、2社あ

った青果市場が 1 社となり、改めて食品流通産業の厳しさが浮き彫りとなりました。こうした中、
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平成 17年 4月には幡多公設地方卸売市場の設置及び管理に関する条例・同施行規則が制

定され、平成 21年 4月には同条例に基づき、指定管理者制度を導入、幡多公設地方卸売市

場管理組合が利用料金の改定を行うなど、様々な角度から運営業務の改善や経費削減など

を模索し、市場管理の管理運営業務を行い現在に至っています。 

 近年では、平成 28年 12月に施設老朽化対策と防災施設としての活用を考慮し、市場の耐

震化工事、令和 4年 3月には受変電設備の更新工事を実施、令和 3年 6月には、消費者ニ

ーズの多様化による全国的な流通システムの変化に対応するための市場法改正（令和 2年 6

月改正）に伴い、幡多公設地方卸売市場の設置及び管理に関する条例の一部改正を行って

います。 

 

〇年表 

年  月 項       目 

昭和 50年 8月 幡多公設地方卸売市場開設 

平成 4年 2月 発泡スチロール減容機設置 

平成 14年 10月 ㈱幡多中央青果市場卸売業務廃止 

平成 16年 10月 発泡スチロール処理機設備工事 

平成 17年 4月 幡多公設地方卸売市場の設置及び管理に関する条例・規則制定 

平成 17年 10月 市場開設 30周年記念式典開催 

平成 21年 4月 指定管理者制度導入・利用料金改定 

平成 25年 4月 利用料金改定 

平成 26年 3月 耐震診断実施 

平成 27年 2月 耐震補強・実施設計 

平成 28年 12月 耐震化工事 

令和 元年 10月 消費増税に伴う利用料金改定 

令和 2年 4月 利用料金改定 

令和 2年 5月 全国公設地方卸売市場協議会会長及び事務局就任 

令和 2年 6月 幡多公設地方卸売市場の設置及び管理に関する条例一部改正 

令和 3年 2月 経営戦略策定に係る運営審議会の開催（諮問） 

令和 3年 3月 四万十市幡多公設地方卸売市場事業経営戦略策定（答申） 

令和 3年 4月 
買受人、買受人補助員、買受人従業員、買子、附属営業人、附属営

業人従業員 各承認要領の改正 

令和 3年 6月 幡多公設地方卸売市場の設置及び管理に関する条例一部改正 

令和 4年 3月 幡多公設地方卸売市場受変電設備改修工事 

令和 5年 1月 経営戦略策定改訂に係る運営審議会の開催（諮問） 

令和 5年 2月 四万十市幡多公設地方卸売市場事業経営戦略改訂（答申） 
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（３）施設概要 

 市場施設は、面積 12,561.97 平方メートルを有しており、卸売市場としての活用のみならず、

地域のイベント時や近隣事業者の駐車場利用時などにも活用していただくことで、側面的な

地域貢献も行っています。近年では、市場施設全体の老朽化が進んでいますが、市場本棟

（卸売場、管理事務所）は平成 28 年度に耐震補強工事を実施するなど、近い将来発生が予

想される南海トラフ地震への対策も実施できており、防災施設としての活用も期待されます。 

主な施設名称及び施設の内容、施設配置図は次のとおりです。 

 

〇市場内施設 

施   設   名 床面積（㎡） 構造 ・ 摘要 

卸 売 場 
水    産 1,414 ① 鉄骨造一部２階建 （１階） 

青    果 1,559 ①に同じ 

冷        蔵        庫 163 鉄骨造平家建 

業   者   事   務   所 240 ①に同じ（２階） 

附属店舗 

関 連 店 舗 149 鉄骨造平家建（26㎡はプレハブ平家建） 

食   堂 40   〃 

喫   茶 40   〃 

業 者 売 場 事 務 所 103 
①の構内でプレハブ平家建 （１階） 

内宿直室 41㎡ 

買 受 人 組 合 事 務 所 35 ①に同じ（２階） 

管 理 棟 

管理事務所 218 〃 （うち倉庫分 86㎡を含む） 

大 会 議 室 144 〃 （２階） 

守  衛  室 40 鉄骨造平家建 

衛生施設 

汚水処理場 20 鉄骨造平家建 

便    所 40   〃 

可燃物ごみ 

集 積 所 等 
14 

ブロック造ネット付13㎡ 

発泡スチロール減容器1.3㎡ 

機械施設 

機  械  室 40 鉄骨造平家建 

ガ ス 置 場 4   〃 

電  気  室 25   〃 

空地 （ 駐 車 場  ・  そ の 他 ） 10,327  
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 〇施設配置図 
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（４）体系図及び流通経路 

 幡多公設地方卸売市場の体系図及び食品の流通経路は次のとおりです。 
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３ 現在の経営状況 

（１）取扱高・売上高について 

 過去（昭和 50 年度～令和３年度）の取扱・売上高の推移については次のとおりです。当卸

売市場での取扱高及び売上高は平成初期をピークに年々減少傾向にあります。ピーク時と比

較すると、大幅な減少が見られ、近年の様々な要因（消費者ニーズの多様化等）から、今後も

減少していく可能性が高いと考えられます。 

 

【年度別取扱高】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成15年度以前は千円未満切捨て
年度 S50 S52 S55 S57 S60 S62

取扱高 4,682,000 9,225,000 9,908,000 10,126,000 9,781,000 10,070,000
売上高 677,310,000 1,344,421,000 1,826,263,000 1,859,488,000 2,023,076,000 1,913,525,000
取扱高 1,389,000 2,264,000 2,604,000 2,665,000 2,587,000 2,603,000
売上高 759,939,000 1,516,695,000 1,885,821,000 2,065,339,000 1,955,997,000 1,901,589,000
取扱高 6,071,000 11,489,000 12,512,000 12,791,000 12,368,000 12,673,000
売上高 1,437,249,000 2,861,116,000 3,712,084,000 3,924,827,000 3,979,073,000 3,815,114,000

年度 H1 H3 H5 H7 H8 H9
取扱高 9,958,000 9,358,000 9,036,000 9,117,000 8,899,000 9,116,000
売上高 2,193,360,000 2,521,540,000 2,450,494,000 2,442,446,000 2,583,527,000 2,494,405,000
取扱高 2,549,000 2,505,000 2,453,000 2,466,000 2,271,000 2,159,000
売上高 1,972,291,000 2,119,241,000 2,015,698,000 1,920,400,000 1,854,410,000 1,780,419,000
取扱高 12,507,000 11,863,000 11,489,000 11,583,000 11,170,000 11,275,000
売上高 4,165,651,000 4,640,781,000 4,466,192,000 4,362,846,000 4,437,937,000 4,274,824,000

年度 H10 H11 H12 H13 H14 H15
取扱高 9,122,000 8,869,000 8,604,000 8,268,000 7,454,000 6,758,000
売上高 2,744,641,000 2,327,745,000 2,191,558,000 1,914,264,000 1,930,460,000 1,841,005,000
取扱高 2,143,000 1,984,000 1,929,000 1,919,000 1,773,000 1,522,000
売上高 1,659,794,000 1,549,419,000 1,412,180,000 1,330,189,000 1,251,813,000 1,109,724,000
取扱高 11,265,000 10,853,000 10,533,000 10,187,000 9,227,000 8,280,000
売上高 4,404,435,000 3,877,164,000 3,603,738,000 3,244,453,000 3,182,273,000 2,950,729,000

年度 H16 H17 H18 H19 H20 H21
取扱高 6,226,541 5,938,905 5,361,514 5,085,018 4,983,430 4,819,300
売上高 1,769,259,560 1,548,570,182 1,552,811,620 1,401,991,601 1,324,409,525 1,241,710,052
取扱高 1,444,893 1,367,257 1,203,532 1,095,856 1,083,287 1,073,450
売上高 1,015,942,961 979,875,410 887,386,301 831,915,802 792,871,908 769,250,107
取扱高 7,671,434 7,306,162 6,565,046 6,180,874 6,066,717 5,892,750
売上高 2,785,202,521 2,528,445,592 2,440,197,921 2,233,907,403 2,117,281,433 2,010,960,159

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27
取扱高 4,172,973 4,148,490 4,048,568 3,720,654 3,426,656 3,107,930
売上高 1,247,243,630 1,248,319,184 1,135,872,993 1,080,106,178 1,012,197,138 1,016,454,977
取扱高 1,104,742 1,002,206 962,328 919,908 837,121 731,823
売上高 787,122,994 763,916,732 707,588,331 708,237,162 660,382,352 606,536,711
取扱高 5,277,715 5,150,696 5,010,896 4,640,562 4,263,777 3,839,752
売上高 2,034,366,624 2,012,235,916 1,843,461,324 1,788,343,340 1,672,579,490 1,622,991,688

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3
取扱量 2,903,703 2,753,227 2,639,463 2,566,329 2,190,370 2,246,874
売上高 977,205,815 925,338,222 895,868,574 767,897,017 746,929,152 785,857,802
取扱量 654,333 629,205 615,227 492,411 434,752 424,429
売上高 545,912,952 517,037,002 489,698,909 408,483,199 300,070,461 277,890,124
取扱量 3,558,036 3,382,432 3,254,690 3,058,740 2,625,122 2,671,303
売上高 1,523,118,767 1,442,375,224 1,385,567,483 1,176,380,216 1,046,999,613 1,063,747,926

水産部

合計

合計

水産部

青果部

青果部

水産部

合計

青果部

水産部

合計

(上段：㎏　下段：円)

青果部

水産部

合計

青果部

青果部

水産部

合計
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〇 過去（昭和 50年度～令和３年度） 幡多公設地方卸売市場経営状況（グラフ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）買受人数について 

 卸売市場では、買受人（小売業者等）への卸売が基本となっていること等から、買受人数は

市場の取扱量や売上に大きく影響しています。しかし、近年では、市場を取り巻く様々な環境

要因から、買受人についても減少が見られ、前述した売上高と同様に、今後も減少する可能

性が高いと考えられ、買受人数の増加に向けた取組の検討が必要となります。 

 買受人数の推移については次のとおりです。 
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【年度別買受人数】 

 

 

〇 過去（昭和 50年度～令和３年度） 幡多公設地方卸売市場買受人数（グラフ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

年度 S50 S52 S55 S57 S60 S62 H1 H3 H5

青果部 191 188 186 175 160 165 163 159 159

水産部 241 223 218 211 200 204 208 199 190

合計 432 411 404 386 360 369 371 358 349

年度 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15

青果部 164 167 161 155 155 154 149 150 150

水産部 189 187 178 175 175 175 173 170 170

合計 353 354 339 330 330 329 322 320 320

年度 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

青果部 144 141 135 130 128 125 118 117 115

水産部 158 155 150 147 147 143 136 134 131

合計 302 296 285 277 275 268 254 251 246

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

青果部 114 112 105 104 101 100 93 90 89

水産部 131 127 116 113 110 108 101 89 89

合計 245 239 221 217 211 208 194 179 178
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（３）施設利用料について 

 施設利用料は、幡多公設地方卸売市場の設置及び管理に関する条例（以下「条例」という。）

に基づき、利用面積、利用回数、利用時間、利用頻度等から単価を設定し、利用する卸売業

者、買受人組合、附属営業人等から月毎に徴収しています。施設利用料による収入は、指定

管理者である市場管理組合の収入となり、同組合の主な財源となっています。近年では、市

場の売上高減少に伴って利用料金の見直しを行うなど、現状に合わせた対応が取られていま

すが、一方で市場の管理運営費にも関係してくることから、今後の単価設定等にあたっては十

分な検討が必要と考えられます。 

 

〇過去５年間 幡多公設地方卸売市場施設利用料金                  （単位：円） 

種  別 範  囲 H29 H30 R1 R2 R3 

卸売業者売場利用料金 １㎡につき月額 93 93 95 88 88 

業者事務所利用料金 １㎡につき月額 292 292 297 275 275 

大会議室利用料金 

８時 30分～12時 30

分 
875 875 891 825 825 

13時～17時 875 875 891 825 825 

冷蔵庫建物利用料金 １㎡につき月額 233 233 238 220 220 

サービス店舗・ 

休憩所利用料金 
１㎡につき月額 350 350 356 330 330 

関連商品売場利用料金 １㎡につき月額 350 350 356 330 330 

空地利用料金（駐車場） １㎡につき月額 21 21 21 19 19 

卸売業者宿直室利用料

金 
１㎡につき月額 292 292 297 275 275 

買受人組合事務所 

利用料金 
１㎡につき月額 292 292 297 275 275 

敷地利用料金 １㎡につき月額 58 58 59 55 55 

各種物品販売許可料 

１回につき日額 2,160 2,160 2,200 2,200 2,200 

常時出入りする場合月

額 
1,166 1,166 1,188 1,100 1,100 

※令和元年度は消費税増額に伴い、利用料金の増額を実施。 

（４）開設者の経営状況・経営指標 
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 開設者である、四万十市の過去５年間の主な経営状況は次のとおりです。 

 

○過去５年間 開設者（四万十市）の経営状況                     （単位：千円） 

項  目 H29 H30 R1 R2 R3 

１

収

益

的

収

支 

 
（１）総収益 （Ａ） 

（Ｂ）＋（Ｃ） 
1,205 1,263 1,122 335 1,979 

 ア．営業収益（Ｂ） － － － － － 

 イ．営業外収益（Ｃ） 1,205 1,263 1,122 335 1,979 

 
（２）総費用 （Ｄ） 

（Ｅ）＋（Ｆ） 
529 690 222 935 1,785 

 ア．営業費用（Ｅ） 476 629 161 874 1,724 

 イ．営業外費用（Ｆ） 53 61 61 61 61 

 
（３）収支差引 （Ｇ） 

（Ａ）－（Ｄ） 
676 573 900 △600 194 

２

資

本

的

収

支 

 （１）資本的収入 （Ｈ） 332 594 0 0 20,236 

 （２）資本的支出 （Ｉ） 972 1,123 0 0 20,760 

 
（３）収支差引 （Ｊ） 

（Ｈ）－（Ｉ） 
△640 △529 0 0 △524 

３ 収支再差引 （Ｋ） 

  （Ｇ）＋（Ｊ） 
36 44 900 △600 △330 

４ 基金残高 

  （対前年） 

29,032 

(-288） 

28,481 

（-551） 

29,380 

（＋899） 

28,768 

(-612) 

28,430 

(-338) 

※１．営業収益…通常施設利用料の収入（本市は指定管理者制の為、収益無し） 

※２．営業外収益…雑入（指定管理者納付金）、一般会計繰入金、基金利子による収入 

※３．営業費用…需用費（施設修繕等）、役務費、旅費等の市場業務に係る費用 

※４．営業外費用…起債償還に係る費用 

※５．資本的収入…基金取崩等による収入、また、施設工事等を実施する際の起債や補助金 

※６．資本的支出…営業費用に該当しない施設修繕費等（資産価値の高まる修繕等） 

開設者である、四万十市の過去５年間の経営指標は次のとおりです。 
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○過去５年間 開設者（四万十市）の経営指標 

指  標 H29 H30 R1 R2 R3 

収益的収支比率 227.8% 183.0% 505.4% 35.8% 110.9% 

経費回収率 189.0% 144.9% 450.5% 0% 89.6% 

※１．収益的収支比率…総収益÷（総費用＋地方債償還金）×１００ 

    納付料や一般会計繰入金などによる総収益で、総費用に地方債償還金を加えた額を 

どの程度賄えているか表す指標。 

※２．経費回収率…納付金収益÷（総費用＋地方債償還金）×１００ 

    主たる営業収益で必要な経費等を回収できているかを図る指標。通常、料金収入を元 

に算出するものであるが、本市は指定管理者制度であるため納付金収入で算出。 

○経営指標による分析結果 

指 標 名 算 定 式 評  価 

収益的収支比率 
総収益÷（総費用＋地方

債償還金）×１００ 

一般的に高い方が良い比率であり、

令和元年度までは十分な運営が出来

ているように見えます。しかし、耐震化

に要した地方債の償還金が発生して

おらず、令和４年度から、元金償還を

予定しているため、今後は大きく状況

が変わることが想定されます。また、令

和元年度については、修繕に係る費

用が発生していないため、高比率とな

っており、令和２年度は新型コロナの

影響を受け、納付金を免除したため

低比率となっています。 

経費回収率 
納付金収益÷（総費用＋

地方債償還金）×１００ 

一般的に高い方が良い比率であり、

令和元年度までは十分に経費が回収

出来ているように見えます。しかし、上

記同様に令和４年度からの地方債元

金償還が発生した場合には、今後大

きく状況が変わることが想定されま

す。また、令和元年度については、修

繕に係る費用が発生していないため、

高比率となっており、令和２年度は新

型コロナの影響を受け、納付金を免

除したため低比率となっています。 



- 14 - 

４ 経営の基本方針等 

（１）幡多公設地方卸売市場を取り巻く環境 

幡多地域は良質な野菜や果実等、または沿岸・沖合漁業及び養殖業等により新鮮な水産

物の産地でもあります。しかし、生産者の高齢化や耕作放棄地の問題・後継者不足などの理

由により、徐々に近郊農作物や漁獲高等が減少しています。また、幡多地域の飲食料品小売

業者、または専門小売業者についても、近年の大型スーパーの出店や直販所の増加及び外

食産業等の増加により、事業者数等の減少が生じています。その他、消費者ニーズの多様化、

ＩＣＴによる市場外流通の拡大等もあり、生鮮食料品等の流通を取り巻く環境は大きく変化して

いることから、過去の市場経営状況からも分かるとおり、当卸売市場での取扱量は減少傾向に

あり、今後も減少していく可能性が高いと考えられます。 

 

（２）経営の基本方針 

 前述したように、取扱量や売上高の減少も想定される中、老朽化が目立つ施設修繕に係る

経費も多額となることから、経営状況の厳しさが増すことが予想されます。一方で、幡多地域の

生鮮食料品の流通拠点として、現在も重要な役割を担っている事実は不変であり、当公設市

場が安定的な経営を行い、新鮮で適正な価格の生鮮食品を一般消費者に提供し続ける市場

となるように市場の強みや弱み等の分析から、将来的展望を見定め、行政と民間の協力によ

る効果的な運営の検討が必要とされます。 

 

○幡多公設地方卸売市場のＳＷＯＴ 

 

強み（Strength）

・新鮮で良質な商品を提供

・価格が魅力的である

・品揃えが豊富

・活気ある雰囲気（セリ等の見学）

・体験事業等ができる

機会（Opportunity）

・健康志向による旬な食材へのニーズの高まり

・食の安全に対するニーズの高まり

・時間距離の短縮（高速道路の延長）

・観光スポットとして市場や直売所が人気

・市場法の改正による柔軟な運営の可能性

弱み（Weakuness）

・物流コストが高い（全国の産地から遠い）

・建物や設備の老朽化

・水産物の出荷の減少

・売買参加者の減少

・一般消費者の認知度が低い

脅威（Threat）

・少子高齢化による人口の減少

・食品流通システムの多様化（市場外取引の増加）

・魚屋や八百屋等の小規模商店の減少

・南海大震災のリスク
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 幡多公設地方卸売市場の強みと機会としては、下記などが挙げられます。 

 

 安定的な経営を行い、新鮮で適正な価格の生鮮食品を一般消費者に提供し続けるという役

割を担い続けていくために、どのように強みを活かして、どのように機会を利用するかという視

点で考えると、一例として市場開放等が考えられます。開放により市場の認知度向上・活性化

を図り、市場取引のある買受人の店舗からの購入に繋げることや買受人数の増加がポイントと

なりますが、市場法の改正による運営の柔軟化を利用して、これらの機会を創出することは戦

略の一つといえます。前述したものは一例となりますが、市場関係者との調整や協議を重ね、

他にも戦略を創出していくことは、今後の市場の経営状況を鑑みると非常に重要となります。 

また、各関係者が課題改善に向けた取組を行うために、目標を定めた運用が望まれます。 

 

（３）課題改善に向けて 

 幡多公設市場が抱える課題としては、大きく分けて①施設・設備の老朽化、②市場取扱高の

減少の２つが挙げられます。①施設・設備の老朽化に関しては、市の財政状況も踏まえた上

で、施設の使用状況や劣化状況を見ながら、優先順位を付けた計画的な更新を行っていく等

の対策が必要となります。②取扱高の減少については、市場法改正を機に市場利用者が増

えるような抜本的な取組を推進していく予定です。また、指定管理者による民間活力の積極的

な活用も手段の一つと捉え、今後は指定管理者との協議等を積極的に実施、市場関係者が

一体となり、課題改善に向けた市場運営を行っていきます。 

課題改善に向けた、各市場関係者の行動目標は次のとおりとします。 

①施設・設備の老朽化に向けた取組 

市 

1.施設・設備の老朽状況を正確に把握し、修繕を計画的かつ確実に実行

できるよう指定管理者等からの情報収集、協議等を行い、市場機能維

持に努める。 

2.指定管理者との協定内容に基づき、老朽施設等の改修を実行する。 

指定管理者 

1.施設・設備について市場利用者等から積極的に情報を収集し、修繕を

計画的かつ確実に実行できるよう市への情報提供等に努める。 

2.市との協定内容に基づき、老朽施設等の改修を実行する。 

卸売業者 

買受人 

附属営業人 

施設・設備の適切な使用を行い、施設老朽化による支障や設備不良が見

られた場合には、すぐに指定管理者に報告するよう努める。 

強み（Strength）

・新鮮で良質な商品を提供

・価格が魅力的である

・品揃えが豊富

・活気ある雰囲気（セリ等の見学）

・体験事業等ができる

機会（Opportunity）

・健康志向による旬な食材へのニーズの高まり

・食の安全に対するニーズの高まり

・時間距離の短縮（高速道路の延長）

・観光スポットとして市場や直売所が人気

・市場法の改正による柔軟な運営の可能性

弱み（Weakuness）

・物流コストが高い（全国の産地から遠い）

・建物や設備の老朽化

・水産物の出荷の減少

・売買参加者の減少

・一般消費者の認知度が低い

脅威（Threat）

・少子高齢化による人口の減少

・食品流通システムの多様化（市場外取引の増加）

・魚屋や八百屋等の小規模商店の減少

・南海大震災のリスク
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②市場取扱高の向上及び市場活性化に向けた取組 

ア 販売力の強化 

卸売業者 

1.買受人との情報交換を行い、実需者ニーズ及び実需者ニーズの変化

の把握に努め、ニーズに対応した集荷・供給を行うことにより買受人等

の販売活動を支援する。 

2.買受人数の増加による販売強化に向け、地域事業者等への買受人登

録の呼びかけを行うなど顧客開発に努める。 

買受人 

1.既存顧客の維持・確保、新規顧客の獲得に向け、顧客ニーズ（品揃え、

品質、量、加工、取引条件、配送等）を積極的に入手・把握するなど、

顧客ニーズの対応に努めることで、売上アップを図る。 

2.商品開発や商品改良による販売力の強化を図り、食材の取扱量の増加

を目指す。 

 

イ 集荷力の強化 

卸売業者 

1.既存集荷先の維持・確保、新規の獲得に向け、積極的に産地に出向

き、集荷先のニーズを入手・把握及び対応し、恒常的な出荷先としての

地位確立に努める。 

2.集荷量の確保・拡大によって産地の生産意欲を高め、生産の維持・拡

大を支援する。 

買受人 

1.顧客との取引の増加・安定化に努め、長期的な仕入の提供によって卸

売業者の対産地集荷力の強化を側面支援する。 

2.販売量の確保・拡大に努め、卸売業者の対産地折衝力の強化を側面

支援する。 

 

ウ 市場活性化 

市 

1.イベント・行事などの開催を支援するとともに、行政関係機関と連携しＰ

Ｒに努める。 

2.市場や市場を取り巻く環境を注視し、必要に応じて市場利用者の増加

に向けた規則・要領等の見直しを検討する。 

3.メディアなどの活用も含め、市場を積極的にＰＲする。 

指定管理者 

1.イベント・行事などの開催を企画・立案するなど、市場事業者と連携して

市場のＰＲ活動の推進を図る。 

2.市と連携して、市場利用者の増加に向けた対策等の検討に努める。 

3.メディアなどの活用も含め、市場を積極的にＰＲする。 
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エ 場内事業者の経営強化 

卸売業者 

卸売会社は、卸売市場の機能を実際に担う主体であることから、経営体質 

を強化し、健全かつ安定した経営を目指すことを目的に、現状の課題など 

の分析や業務の効率化の推進、また人材育成といった経営資源の強化に 

努める。 

 

③その他 

ア 安全・安心な市場運営 

市 

指定管理者 

卸売業者 

買受人 

附属営業人 

市民や市場関係者が安全で安心して活用できる市場を目指し、各種法令 

遵守、取引ルール、場内ルール遵守など全市場関係者のコンプライアン 

ス意識を徹底する。 

 

イ 地域貢献 

市 

指定管理者 

1.児童等の食育、社会化見学等での市場の活用や、市場の特色を活か

した体験メニュー等の受入を通し、市場のＰＲとともに学習機会の創出

を図ることで地域に貢献する。 

2.防災拠点（避難場所、物流拠点等）としての活用を検討し、災害時や緊

急時には施設開放による地域貢献を図る。 

 

（４）具体的な取組内容 

  今後、幡多公設地方卸売市場が取り組む事業の具体的な内容については、別添資料「幡

多公設地方卸売市場 事業計画書」に記載するものとし、毎年の運営審議会で進捗状況等に

ついて報告を行っていきます。 

 

◎別添 「幡多公設地方卸売市場 事業計画書」 参照 

 

５ 投資・財政計画（収支計画） 

（１）投資・財政計画（収支計画） 

 別表のとおり 

 

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

 ①収支計画のうち投資についての説明 
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老朽化した施設・設備が多い状況となっていることもあり、大規模改修としては令和３年度

に、高圧受電設備の更新を計画しています。平成 28年度には卸売場棟の耐震化工事が完

了していますが、その他の施設や設備においても、老朽度に応じて緊急的に大規模改修等

が発生することが考えられます。（予測が困難であるため計画には反映なし）なお、毎年度

営業費用内の修繕費において中規模な修繕は実施する予定としています。 

 

②収支計画のうち財源についての説明 

  自主財源による運営を維持するとともに、健全な運営に努めていきます。計画期間中に

おける財源の概要は次のとおりです。 

 ア 納付金収入 

    指定管理者からの納付金については、現状に合わせた金額での収入を見込んでいま

す。今後、取扱高の減少が危惧されますが、一方で地方債の償還が発生するなど市の

財政状況も圧迫される想定であり、同水準以上を維持するための運営が必要となります。 

 

ィ 繰入金 

    計画では、総務省の一般会計繰出基準に基づく金額の繰入と基金取崩金による繰入

を行い、不足分に充当しています。しかし、令和 14 年頃には基金の取崩が不可能となる

想定から、繰出基準外による一般会計からの繰入を行う必要があります。基準内繰入の

みの運営が理想ですが、起債償還が完了するまでの、今後数十年間はそれらが困難な

状況が続くことを想定しています。 

 

   ウ 基金 

    幡多公設市場では、財政調整基金の積立を行っており、これまでも収支の状況によっ

て取崩や新規積立を決定してきました。計画では、施設・設備更新による財源不足への

充当と、地方債償還金に伴う財源不足への充当を想定しています。なお、地方債の償還

金により、令和 14 年頃には基金残高が０円となる見込みであり、収入面での運営見直し

等を検討する可能性があります。 

 

③収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

最小の費用で最大のサービスを提供することにより公共の福祉の増進に資する地方公

営企業の本旨に立ち返り、可能な限りで更なる経費節減を図ります。計画期間における

投資以外の経費は次のとおりです。 

ア 営業費用 

    投資についての説明でも記述しているように、主としては簡易な修繕費（枠予算分）を

見込んでいます。また、令和３年度～令和６年度にかけては、全国公設地方卸売市場協

議会の役員となっていることから、総会等への出務旅費等も発生する見込みです。その
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他、過去の実績等から引き続き必要となるものを見込んでいます。 

  

ィ 地方債償還金 

   耐震化工事の際に発生した地方債について、令和３年度までは利息の支払いのみを

行う予定ですが、令和４年度からは計画的な元金償還も予定しています。また、令和３年

度には受電設備更新工事に伴う起債を見込んでおり、令和６年までは利息支払い、令和

７年からは元金償還を予定しています。起債の償還期間は令和 28 年度まで及び、その

間も償還金を上回る収入は見込めないことが予測されます。よって、基金の取り崩しや一

般会計からの繰入が必要となる見込みです。 

 

ウ 支払利息 

 地方債の起債に伴う、支払利息が平成 29 年度より発生しており、引き続き支払いを見

込んでいます。期間については、地方債の償還が完了する令和 28 年度までとなる予定

です。 

 

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

 ①投資についての検討状況等 

   計画では、令和３年度（直近）の施設・設備更新のみを反映していますが、市場の経過年

数を考慮すると、今後も老朽化による更新が急遽発生する可能性があります。また、計画的

な更新等も念頭に置き、指定管理者と協議等を行った上で、必要に応じて収支計画等の見

直しを行っていきます。 

 

 ②財源についての検討状況等 

   地方債償還が開始されることで、財源についても急速に不足していくことが想定されてい

ますが、現状の納付料水準では経営が難しいと判断される場合には、指定管理者や利用

者との協議を行い、見直しを検討する可能性があります。また、大規模な施設工事等が発

生する際には、再度起債についても検討する必要があり、その都度、経営戦略自体の見直

しも行っていく必要があります。 

 

 ③その他 

収支計画からも分かるように、今後の財政状況は非常に厳しいことが想定されるため、今

後の状況によっては、将来を見据え、民営化も含めた市場の在り方自体を検討していく可

能性があります。 
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６ 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

   毎年度、経営戦略と実績値の比較を行い、投資・財政計画と実績に大幅な乖離が生じた

場合など事後検証の結果、必要に応じて運営審議会を開催し、随時見直しを行っていきま

す。また、その他、経営に影響を及ぼす法令等の改正や、社会情勢、企業情勢の変化など、

市場を取り巻く状況に変化がある場合にも随時更新を行い、より効率的で現実性のある投

資・財政計画となるよう随時見直しを進めていきます。 
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り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額
(R

)

収
益

的
収

支
比

率
（

×
1
0
0

）

赤
字

比
率

（
×

1
0
0

）

翌
年

度
へ

繰
り

越
す

べ
き

財
源

実
質

収
支

黒
字

(N
)-

(O
)

赤
字

令
和

１
１

年
度

令
和

１
２

年
度

積
立

金

前
年

度
か

ら
の

繰
越

金

前
年

度
繰

上
充

用
金

形
式

収
支

(J
)-

(K
)+

(L
)-

(M
)

令
和

６
年

度
令

和
７

年
度

令
和

８
年

度
令

和
９

年
度

令
和

１
０

年
度

（
別
表
２
） 

経
営
戦
略
期
間
（令
和
４
年
度
～
令
和
１
３
年
度
）に
お
け
る
投
資
・財
政
計
画
（
収
支
計
画
）
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